
(この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください)

千円

国　庫 分担金
支出金 負担金

前年度 0 0

要求額 0 0

決定額 0 0

県営林提案型施業モデル事業費負担金

(前年度予算額： 16,20710,953１ 事 業 費 千円)

（各課様式１）

使用料 財　産区  分

手数料

0 337 0 0

事業費

16,207

寄附金

0

一　般
財　源

15,870

予 算 要 求 資 料

令和８年度当初予算 支出科目 款：農林水産業費　項：林業費　目：森林整備費

 ＜財源内訳＞

財 源 内 訳

事 業 名

10,953

10,953

（１）要求の趣旨（現状と課題）

0

0

10,555

10,555

　・　森林資源を有効活用するとともに、森林の整備を通して公益的機能の維持・
　　発揮を図るため、県営林及び周辺森林を一体的に整備する。
　・　林業事業体から森林整備や木材生産に関する提案を受け、最も優れた提案を
　　した林業事業体と森林施業基本協定（５～６年間）を締結し、森林技術者の新規
　　雇用・育成・定着を図るとともに路網整備から木材生産までを一体的・効率的に
　　実施する。
　　　 実施地区　：丹生川地区（R6～10）
　　　　　　　　　 久々野地区（R3～ 8）
                   朝日地区  （R8～13）
                   明宝地区　（R8～13)

398 0 0

林政部　森林保全課　水源林保全係 電話番号：058-272-8496

E-mail：c11519@pref.gifu.lg.jp

（２）事業内容

0 398 0 0

２ 要 求 内 容

収　入
その他 県　債

0

　・　明治39年以降平成18年までに森林資源の培養と県土保全を図り県の基本財産を
　　造成するために22箇所、約4,000haの山林を取得した。
　・　明治41年以降昭和55年までに土地所有者との間に締結した収益を分けあう分収
　　契約に基づき、120箇所約3,900haの造林を実施した。
　・　県営林の森林資源が充実し木材利用可能な８齢級以上の森林面積（人工林）
　　が98％以上を占めている。
　・　県営林では効率的な森林施業の実施と森林が持つ多面的な機能の発揮のため
　　５ヶ年の施業運営を明記した森林経営計画を策定し、計画的に施業を行う。



（３）県負担・補助率の考え方

（４）類似事業の有無

（２）事業主体及びその妥当性

決定額の考え方
　

４ 参 考 事 項

10,953

事業内容の詳細

林業事業体への負担金

事業内容

　

　　　５～６年間の協定に基づき債務負担行為を設定する。

３ 事業費の積算 内訳

負担金

合計

金額

　・　林業事業体が行う森林整備事業に対して国庫補助金を除いた残金を県が負担
　　することにより事業を実施する。
　　　負担率：県費10／10

　　　　無

　　　事業主体：林業事業体
　　　　県の所有する県有林及び森林を地上権設定した県行造林において、より
　　　効率的な森林施業を行うことを目的に、プロポーザル方式により林業事業体
　　　から提案を受け実施するため。

10,953

（１）後年度の財政負担



（県単独補助金除く）

□

■

・何をいつまでにどのような状態にしたいのか

事業開始前 R6年度
(R3) 実績

35.64 42.17

○指標を設定することができない場合の理由

－

（これまでの取組内容と成果）

地域森林との一体化（団地化）による効率的な森林整備・木材生産のコスト縮減
を図るため、林業事業体に対して負担した。
　間伐面積（提案型施業分）：令和4年度　54.83ha

令
和
５
年
度

地域森林との一体化（団地化）による効率的な森林整備・木材生産のコスト縮減
を図るため、林業事業体に対して負担した。
　間伐面積（提案型施業分）：令和5年度　140.88ha

指標① 目標：186.23ha 実績：140.88ha　達成率：75.64 ％

令
和
６
年
度

地域森林との一体化（団地化）による効率的な森林整備・木材生産のコスト縮減
を図るため、林業事業体に対して負担した。
　間伐面積（提案型施業分）：令和6年度　42.17ha

指標① 目標：95.75ha 実績：42.17ha　達成率：44.04 ％

指標① 目標：39.71ha 実績：54.83ha　達成率：138.08 ％

令
和
４
年
度

①間伐面積　ha
　（全体計画） 74.37 92.80 79.00 -

指標名
R7年度 R8年度 終期目標
目標 目標 (R10) 達成率

（目標の達成度を示す指標と実績）

事 業 評 価 調 書

新 規 要 求 事 業　

継 続 要 求 事 業

１ 事業の目標と成果

（事業目標）

　木材生産及び森林の公益的機能の維持・増進のために間伐事業等を第11期県営林経
営計画（令和6～10年度）に基づき実施する。



・事業が直面する課題や改善が必要な事項

（事業の評価）

・事業の必要性(社会情勢等を踏まえ、前年度などに比べ判断)
　３：増加している ２：横ばい １：減少している ０：ほとんどない

（次年度の方向性）

・事業の有効性(指標等の状況から見て事業の成果はあがっているか)
　３：期待以上の成果あり
　２：期待どおりの成果あり
　１：期待どおりの成果が得られていない
　０：ほとんど成果が得られていない

（今後の課題）

　モデル事業として実施しているため、一定の期間における事業の検証が必要であ
る。

(評価) 　森林の公益的機能の維持・増進のため、健全な森林の育成と社会的要請に
対応した適正な県営林の経営・管理が必要である。

３

(評価) 　第１０期県営林経営計画に基づき、計画的に実施している。

２

組み合わせて実施する理由
や期待する効果 など

・継続すべき事業か。県民ニーズ、事業の評価、今後の課題を踏まえて、今後どのよ
うに取り組むのか
　適正な県営林の経営・管理を行い、地域森林との一体化による効率的な森林整備・
木材生産のコスト縮減を推進するとともに、森林技術者の新規雇用のフィールドとし
て提供する。

（他事業と組み合わせて実施する場合の事業効果）
組み合わせ予定のイベント
又は事業名及び所管課 【○○課】

・事業の効率性(事業の実施方法の効率化は図られているか)
　２：上がっている １：横ばい ０：下がっている

(評価) 　林業事業体による効率的な森林施業を促進している。

２

２ 事業の評価と課題


